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プログラミング教育への期待

今回の公募においては、「教育課程内で取り扱う」ことができるようにしている。

「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業

障害のある児童生徒を対象としたプログラミング教育実施モデル 実証事業

［平成29年度公募要領 （抜粋）］

・ 特別支援学校等を実証校として指定し、その設置者と連携しつつ、２（２）に規

定する児童生徒を対象として、教育課程内（※）又は、放課後子ども教室、土曜
講座、サマースクール、学童クラブ等の教育課程外において、①で育成したメン
ターを講師及び補助者として、児童生徒に対するプログラミング講座を実施す
ること。

（※）教育課程内で実施する場合、特別な教科等を設定することなく、既存の教
科等の範囲内で実施すること。

＜２（２） 対象とする障害のある児童生徒の要件 ＞

学校教育法第72 条に定める特別支援学校及び同法第81 条第２項に定める特
別支援学級に在籍する児童生徒
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学習指導要領の改訂

小学校学習指導要領（平成２９年３月３１日告示） ※平成32年度から実施

＜理科＞

(2) 観察，実験などの指導に当たっては，指導内容に応じてコンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用
できるようにすること。また，第１章総則の第３の１の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力
を身に付けるための学習活動を行う場合には，児童の負担に配慮しつつ，例えば第２の各学年の内容の〔第６学
年〕の「Ａ物質・エネルギー」の(4)における電気の性質や働きを利用した道具があることを捉える学習など，与えた
条件に応じて動作していることを考察し，更に条件を変えることにより，動作が変化することについて考える場面で
取り扱うものとする。

【第１章総則の第３の１の(3)のイ】

児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身
に付けるための学習活動

〔第６学年〕の「Ａ物質・エネルギー」の(4)
(4) 電気の利用

発電や蓄電，電気の変換について，電気の量や働きに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，次の事項
を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付けること。

(ｱ) 電気は，つくりだしたり蓄えたりすることができること。

(ｲ) 電気は，光，音，熱，運動などに変換することができること。

(ｳ) 身の回りには，電気の性質や働きを利用した道具があること。

イ 電気の性質や働きについて追究する中で，電気の量と働きとの関係，発電や蓄電，電気の変換について，より妥

当な考えをつくりだし，表現すること。 2



学習指導要領の改訂

小学校学習指導要領（平成２９年３月３１日告示） ※平成32年度から実施

＜算数＞

(2) 数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表やグラフを用いて表現する力を高めたりするなどのため，必要
な場面においてコンピュータなどを適切に活用すること。また，第１章総則の第３の１の(3)のイに掲げるプログラミ
ングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には児童の負担に配慮しつつ 例えば
第２の各学年の内容の 〔第５学年〕の「Ｂ図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して，正確な繰り
返し作業を行う必要があり，更に一部を変えることでいろいろな正多角形を同様に考えることができる場面などで
取り扱うこと。

【第１章総則の第３の１の(3)のイ】

児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身
に付けるための学習活動

〔第５学年〕の「Ｂ図形」の(1)
Ｂ図形

(1) 平面図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 図形の形や大きさが決まる要素について理解するとともに，図形の合同について理解すること。

(ｲ) 三角形や四角形など多角形についての簡単な性質を理解すること。

(ｳ) 円と関連させて正多角形の基本的な性質を知ること。

(ｴ) 円周率の意味について理解し，それを用いること。

（以下、略）
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特別支援学校の教育課程
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特別支援学校でも、

〇 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱の教育課程は、
通常の学校の教育課程と同じである。

〇 知的障害のある児童生徒に関する教育課程は、取り扱う
教科等や内容の違いがある。

【学校教育法施行規則】

第百二十六条 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び
外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成す
るものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の
各教科、特別の教科である道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある
場合には、外国語活動を加えて教育課程を編成することができる。

第百二十七条 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び
外国語の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育
及び職業・家庭の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。
ただし、必要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することができる。



特別支援学校（小学部・中学部）の学習指導要領の改訂

特別支援学校（小学部・中学部）学習指導要領（平成２９年４月２８日告示）

第１章 総 則

第４節 教育課程の実施と学習評価

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(3) 第３節の２の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため，各学校において，コンピュータや情報通信ネットワー

クなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え，これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。ま

た，各種の統計資料や新聞，視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。

あわせて，小学部においては，各教科等の特質に応じて，次の学習活動を計画的に実施すること。

ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得する

ための学習活動

イ 児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身

に付けるための学習活動

第３節 教育課程の編成

２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

(1) 各学校においては，児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し，言語能力，情報
活用能力（情報モラルを含む 。） ，問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができ
るよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。
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2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会

【2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会】

授業でのICT活用が着実に進展し、次期学習指導要領改訂において情報教育の充実やアクティブ・ラーニングへ
のICT活用が議論される一方、ICT機器等の整備や教員のICT指導力の点で課題も明らかになっている。

また、IoT社会の到来に伴い、外部・地域人材や民間など多様な分野の知見も活用しながら、データを活用した学
級・学校経営支援、政策立案支援の可能性も具体化しつつある。このため、教育の情報化に向けた当面の施策の
検討を行うとともに、第三期教育振興基本計画も視野に入れた「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談
会」を開催。

「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終まとめ

（平成２８年７月２８日）

２ 効果的なＩＣＴ活用の在り方（一部抜粋）

○ さらに，ＩＣＴの活用により，一人一人の学習ニーズや個性等に応じた分かりや

すい授業・学習の実現や，時間的・空間的制約を超えて，いつでも，どこでも受け
られる教育の実現，特別支援教育などにおける児童生徒の障害の状態や特性に
応じた適切な指導，これまでは実現が難しかった映像や音声，学習支援ソフトを介
した双方向型の学習等，教育の質の向上につながることが期待される。
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特別支援教育の概要

○ 障害のある子供については、障害の状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、

自立と社会参加に必要な力を培うため、一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な

指導及び必要な支援を行う必要がある。

○ このため、障害の状態等に応じ、特別支援学校（※1）や小・中学校の特別支援学級（※2）、

通級による指導（※3）等において、特別の教育課程、少人数の学級編制、特別な配慮の

下に作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備

などを活用した指導や支援が行われている。

○ 特別支援教育は、発達障害のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要と

する子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。

（※1）特別支援学校
・ 障害の程度が比較的重い子供を対象として教育を行う学校。公立特別支援学校（小・中学部）の１学級の標準は６人
（重複障害の場合３人）。対象障害種は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱（身体虚弱を含む）。

⇒平成19年４月から、児童生徒等の障害の重複化等に対応した適切な教育を行うため、従来の盲・ 聾・養護学校の
制度から複数の障害種別を対象とすることができる特別支援学校の制度に転換。

（※2）特別支援学級
・ 障害のある子供のために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級（８人を標準（公立））。知的障害、
肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。

（※3）通級による指導
・ 小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して、ほとんどの授業（主として各教科などの指導）
を通常の学級で行いながら、週に１単位時間～８単位時間（LD、ADHDは月１単位時間から週８単位時間）程度、障害
に基づく種々の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態。対象とする障害種は言語障害、
自閉症、情緒障害、弱視、難聴、LD、ADHD、肢体不自由及び病弱・身体虚弱。
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特別支援学校に通う児童生徒の障害の程度

区 分 障 害 の 程 度

視覚障害者 両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡
大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認知が不可能又は著しく困難な程
度のもの

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常
の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害者 １ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要
とする程度のもの
２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著
しく困難なもの

肢体不自由者 １ 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動
作が不可能又は困難な程度のもの
２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を
必要とする程度のもの

病弱者 １ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して
医療は又は生活規制を必要とする程度のもの
２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
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視覚障害
聴覚障害
知的障害

肢体不自由

0.83（％）（約９万１千人）

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 ９９９万人

自閉症
学習障害（ＬＤ）

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）

0.71％
（約７万１千人）

0.98％

（約３８万７千人）

3.88％

（約９万８千人）

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 2.18％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級
通級による指導

（約２１万８千人）

特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万８千人）

（平成２８年５月１日現在）

肢体不自由
病弱・身体虚弱
情緒障害

視覚障害
聴覚障害
言語障害

※この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された
回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒：６．５％程度※の在籍率

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者：約2,400人（うち通級 : 約340人））

10



※平成18年度までの表記は盲学校、聾学校及び養護学校とする。以下同じ。

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学 校 数 84 120 761 349 149 1,125

在籍者数 5,587 8,425 126,541 31,889 19,559 139,821 

※注：在籍者数は、平成18年度までは在籍する学校の障害種別により集計していたため、複数の障害を有する者については、
在籍する学校の障害種以外の障害について集計していない。平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度
へ転換したため、複数の障害を有する者については、障害種のそれぞれに集計している。このため、障害種別の在籍者数の
数値の合計は計と一致しない。

※注：学校数は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する
学校については、それぞれの障害種に集計している。このため、障害種別の学校数の数値の合計は計と一致しない。

特別支援教育の現状 ～特別支援学校の現状（平成２８年５月１日現在）～

104,592 108,173 112,334
117,035

121,815
126,123 129,994 132,570 135,617 137,894 139,821 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年

特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移

特別支援学校

在籍者数計

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

聴覚障害

視覚障害
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63,238 66,711 71,264 75,810 80,099 83,771 86,960 90,403 94,821 100,215 106,365 
3,917 3,991 4,201 4,221 4,265 4,300 4,374 4,299 4,364 

4,372 
4,418 

32,929 
38,001 

43,702 
49,955 

55,782 
61,756 

67,383 
74,116 

81,624 
90,157 

99,971 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

１８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年

特別支援学級在籍者数の推移
自閉症・情緒障害

言語障害

難聴

弱視

病弱・身体虚弱

肢体不自由

知的障害

201,493

104,544
113,377

124,166
135,166

145,431
155,255

164,428
174,881

187,100

217,839

1,708 

1,617 
552 

3,208 

知的障害 肢体不自由 病弱・

身体虚弱

弱視 難聴 言語障害 自閉症・

情緒障害

計

学 級 数 26,136  2,918  1,917  470  1,057  621  24,109  57,228 

在籍者数 106,365  4,418  3,208 552  1,617 1,708  99,971 217,839  

特別支援教育の現状 ～特別支援学級の現状（平成２８年５月１日現在）～

特別支援学級は、障害のある子供のために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級（８人を上限）であり、
知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。
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